
第１回 川崎市総合計画有識者会議 次第

平成 26年 10月 27日（月）16:00～
第 ４ 庁 舎 ４ 階 第 ３ 会 議 室

開 会

１ 委嘱状交付

２ 市長あいさつ

３ 委員紹介、事務局紹介

４ 設置要綱の確認

５ 座長、副座長の選出及び運営方針について

６ 議 事

 （１）新たな総合計画の策定方針について

 （２）新たな総合計画策定のスケジュールについて

（３）「川崎の未来を考える市民検討会」の開催結果及び

「市民検討会議」について

 （４）全国的な動向及び市の概況について

 （５）その他（次回会議等の開催等）

閉 会

資料３－１





「有識者会議」 配付資料

・委員名簿

・座席表

【説明資料】 

資料１‥川崎市総合計画有識者会議設置要綱

資料２‥新たな総合計画策定方針（及び参考資料）

資料３‥新たな総合計画及び行財政改革に関する計画

の策定に向けたスケジュール(案) 
資料４‥新たな川崎の未来を考える市民検討会の取組

資料５‥川崎市総合計画市民検討会議 第１回全体会 開催概要

資料６‥「全国的な動向」「市の概況」「財政収支の中長期推計」

資料７‥有識者会議・市民検討会議の流れ（案）

【参考資料】 

・川崎再生フロンティアプラン第３期実行計画

・アクションプログラム２０１４

※ 参考資料は会場にご用意してございますので、必要な時に事務局にお声か

けください。

網掛けの資料は、別途配

布済の資料と同様のた

め、市民検討会議では添

付を割愛します。 
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川崎市総合計画有識者会議設置要綱 

（設置）

第１条 これからの川崎の目指すべき方向やそのための取組内容を明らかにする新たな総

合計画を策定するにあたり、専門的な意見を聴取することを目的として、川崎市総合計

画有識者会議（以下「有識者会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 有識者会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議する。

(1) 新たな総合計画の策定に係る意見具申及び助言に関すること。
(2) その他総合計画の策定に必要なこと。

（組織）

第３条 有識者会議は、学識経験者１０人以内の委員によって組織し、市長が委嘱する。

（任期）

第４条 委員の任期は、委嘱した日から平成２８年３月３１日までとする。

（座長及び副座長）

第５条 有識者会議に座長及び副座長をそれぞれ１人置く。

２ 座長は、委員の互選により定め、副座長は、委員のうちから座長が指名する。

３ 座長は、有識者会議を代表し、会務を総理する。

４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたとき

は、その職務を代理する。

（会議）

第６条 有識者会議は、座長が招集し、その議長となる。

２ 有識者会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

（部会）

第７条 有識者会議は、専門的な領域を検討するため別に部会を置くことができる。

（関係者の出席）

第８条 有識者会議において、必要があると認めるときは、専門家又は関係者の出席を求め、

その説明又は意見を聴くことができる。

資料１



（庶務）

第９条 有識者会議の庶務は、総合企画局において処理する。

（設置期間）

第 10条 有識者会議の設置は、平成２８年３月３１日までとする。

（委任）

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営について必要な事項は、座長が
会議に諮って定める。

附 則

この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。



新たな総合計画策定にあたっての

全国的な動向

川崎市総合企画局

都市経営部企画調整課

平成26年10月27日
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資料６－１

０．人口・財政 ⑤介護保険の認定者数の推移

①日本の人口の長期的な推移 ⑥介護費用と認定者数の推移

②日本の将来人口・年齢別人口 ⑦地域包括ケアシステム

③「まち・ひと・しごと創生本部」の設置

④自治体財政 ３．子育て・教育

⑤老朽インフラ対策 ①少子化と子どもの数の減少

②生涯未婚率の上昇

１．防災 ③共働き世帯の増加

①世界の気温の上昇 ④子育ての負担

②地球温暖化と災害リスク ⑤Ｍ字カーブを描く我が国の女性の労働力率

③今後３０年間に震度６弱以上の地震が発生する確率 ⑥子ども・子育て支援新制度

④国土強靭化 ⑦学校種別の学習費総額、構成比、公私比較

⑧「ＰＩＳＡ調査」の概要

２．医療・福祉 ⑨⑩「ＰＩＳＡ調査」の結果

①世界の高齢化の推移 ⑪「国際教員指導環境調査（ＴＡＬＩＳ）」の結果概要

②「団塊の世代」が75歳以上となる2025年 ⑫大学等進学率・１８歳人口の推移

③現役世代1.3人で1人の高齢者を支える2060年 ⑫いじめ認知件数

④社会保障給付費の推移 ⑬フリーター・ひきこもり

本資料の位置づけ・構成

本資料の位置づけ

本資料は、本市の新たな総合計画策定のための基礎的な資料として、全国的な動
向を、政策分野ごとに各種データを用いて示したものである。

本資料の構成

本資料は、以下の７項目で構成される。

次ページへ続く
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本資料の位置づけ・構成

本資料の位置づけ

本資料は、本市の新たな総合計画策定のための基礎的な資料として、全国的な動
向を、政策分野ごとに各種データを用いて示したものである。

本資料の構成

本資料は、以下の７項目で構成される。

４．環境・エネルギー ⑧オリンピック・パラリンピックの経済波及効果等

①エネルギーコスト ⑨２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会への期待

②再生可能エネルギー ⑩ＴＰＰ

③政令指定都市におけるごみの処理状況 ⑪国家戦略特区

④スマートシティの推進 ⑫「日本再興戦略」改訂２０１４の概要

⑬過去５０年間の出来事（1961～2013年）

５．産業・文化 ⑭未来の動き(2014～2030年)

①国際競争力

②経常収支の推移 ６．市民協働

③雇用環境 ①町内会・自治会への参加頻度

④働く女性の約５割が非正規雇用 ②NPO法人数の推移

⑤若い世代における非正規雇用の拡大 ③共助社会

⑥不本意な非正規雇用の若者の増加 ④地方自治法改正

⑦訪日外国人数の推移
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０． 人口・財政①

日本の人口の長期的な推移

日本の総人口は、戦中の一時期を除いて増加してきたが、今後、急速に減少する見込みとなっている。
（中位推計において、２１００年には５，０００万人を下回る。）

出典：平成２４年度版国土交通白書

資料 2010年以前は総務省「国勢調査」、同「平成22年国勢調査人口推計等基本集計」、国土庁「日本列島における人口分布の

長期時系列分析」(1974年)、2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(2012年1月推計)」より

国土交通省作成
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０． 人口・財政②

日本の将来人口・年齢別人口

日本の総人口は、2060年には、8,674万人と約4,100万人減少する（約32.3％減少）。
65歳以上人口は約1,500万人増加するのに対し、生産年齢人口（15 64歳）は約3,750万人、
年少人口（0 14歳）は約900万人減少し、高齢化率で見ればおよそ23％から40％へと高まる。

１９７０年
２０～３９歳
３，６３３万人
（３５．０％）
（２．９人に１人）

２０１０年
２０～３９歳
３，２２０万人
（２５．１％）
（４．０人に１人）

２０６０年
２０～３９歳
１，５０９万人
（１７．４％）
（５．７人に１人）

総人口
１２,８０６万人

総人口
８,６７４万人

年少人口
１,６８４万人
（１３.１％）

年少人口
７９１万人
（９.１％）

生産年齢人口
８,１７４万人
（６３.８％）

生産年齢人口
４,４１８万人
（５０.９％）

高齢人口
２,９４８万人
（２３.０％）

高齢人口
３,４６４万人
（３９.９％）

総人口は
約４，１００万人減少

(注) １「年少人口」は０～１４歳の者の人口、「生産年齢人口」は１５～６４歳の者の人口、「高齢人口」は６５歳以上の者の人口

２（ ）内は年少人口、生産年齢人口、高齢人口がそれぞれ総人口のうち占める割合

資料 総務省「国勢調査(年齢不詳をあん分して含めて人口)」、同「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計

人口(2012年1月推計)」の中位推計より国土交通省作成

（推計）

年少人口

高齢人口

生産年齢人口

出典：平成２４年度版国土交通白書

S35  S40  S45  S50  S55  S60  H2   H7  H12  H17  H22  H27  H32  H37  H42  H47 H52  H57  H62  H67  H72
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 (年)

（百万人）

１４０

１２０

１００

８０

６０

４０

２０

０
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０． 人口・財政③

「まち・ひと・しごと創生本部」の設置

人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、各地域が
それぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生できるよう、平成２６年９月３日、「まち・ひ
と・しごと創生本部」が設置され、９月２９日には法案が国会に提出された。

出典：首相官邸ＨＰ

案の作成
実施の推進

実施状況の
総合的な検証

勘案

勘案

勘案
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０． 人口・財政④

自治体財政

経常収支比率90％以上の自治体が急速に増加し、自治体財政の硬直化が進行している。

1.6%

17.7%

59.8%

20.5%

0.4%1.3%

10.8%

56.1%

30.4%

1.4%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

70％未満 70％以上
80％未満

80％以上
90％未満

90％以上
100％未満

100％以上

（%）

平成22年 平成23年

出典：総務省「平成25年度版 地方財政白書」より作成

経常収支比率別に見た市町村数の割合（平成22・23年度）

経常収支比率とは？

「必ず支出しなければならないお金
(人件費、扶助費、公債費等)」

「使い道が決められているお金(国庫補助金等)
以外の自由に使えるお金(市税、地方交付税等)」
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０． 人口・財政⑤

老朽インフラ対策

インフラの維持管理・更新費が増大し、２０３７年度には現状の投資総額を上回る。

（注）推計方法について
国土交通省所管の８分野（道路、港湾、空港、公共賃貸住宅、下水道、都市公園、治水、海岸）の直轄・補助・地単事業を対象に、2011年度以降につき次のような設定を行い推計。
・更新費は、耐用年数を経過した後、同一機能で更新すると仮定し、当初新設費を基準に更新費の実態を踏まえて設定。耐用年数は、税法上の耐用年数を示す財務省令を基に、
それぞれの施設の更新の実態を踏まえて設定。
・維持管理費は、社会資本のストック額との相関に基づき推計。（なお、更新費・維持管理費は、近年のコスト縮減の取組み実績を反映）
・災害復旧費は、過去の年平均値を設定。
・新設（充当可能）費は、投資総額から維持管理費、更新費、災害復旧費を差し引いた額であり、新設需要を示したものではない。
・用地費・補償費を含まない。各高速道路会社等の独法等を含まない。なお、今後の予算の推移、技術的知見の蓄積等の要因により推計結果は変動しうる。 出展）国土交通省ＨＰ

２０３７年度には維持管理・更新費が投資総額を上回る。
（現状のストックを維持できない。）

新設（充当可能）費

災害復旧費

更新費

維持管理費

維持管理・更新費が2010年度の投資総額を上回る額

（兆円）

（年度）

（H12） （H72）（H42）

新設（充当可能）費

災害復旧費 更新費

維持管理費

維持管理・更新費が2010年度

の投資総額を上回る額
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０． 人口・財政の要点

日本の総人口は、2060年には、8,674万人と約4,100万人減少するととも

に、急速に少子高齢化が進行する。

経常収支比率が悪化し、財政が硬直化している自治体が、全国的に増加傾

向にある。

インフラ(道路・公園・下水道など)の維持管理・更新費が増大するため、

平成49(2037)年度には維持管理・更新費が現在の投資総額を上回る（現状

のストックを維持できない）。
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Ⅰ 防災①

世界の気温の上昇

ＩＰＣＣは、地球温暖化については疑う余地のない事実としており、気温の上昇に伴い、
氷床や氷河の減少、海面水位や海水温度の上昇などを指摘している。

今後のシナリオのうち危機的なもの(ＲＣＰ８．５)では、２１００年までに平均気温が２．６
～４．８℃、平均海面水位が４５～８２ｃｍ上昇する可能性が高いとしている。

出典：図で見る環境・循環型社会（Ｈ２６）（環境省）

※『ＲＣＰ８．５』‥かなり高いＣＯ２排出量が続く
シナリオ。

※今回（第５次報告）新たに代表的濃度経路（ＲＣ
Ｐ）と呼ばれる４つのシナリオが作成され、可能な
限りの地球温暖化対策を前提としたシナリオであ
るＲＣＰ２．６でも、２０８１年から２１００年において、
２０世紀末ごろに比べて世界の平均地上気温が
０．３～１．７℃上昇し、世界の平均海面水位が
２６～５５ｃｍ上昇する可能性が高いとされている。

※ＩＰＣＣ‥温室効果ガスによる気候変動の見通し
や、自然や社会経済への影響、気候変動に対す
るなど、２，５００人以上の科学者が参加し、最新
の研究成果に対して評価を行っている「気候変動
に関する政府間パネル」

注：偏差の基準は1961～1990年平均
資料：ＩＰＣＣ第５次評価報告書第１作業部会報告書より環境省作成
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Ⅰ 防災②

地球温暖化と災害リスク

地球温暖化の進行などによって、短時間強雨（いわゆるゲリラ豪雨など）や高潮浸水などの
災害リスクが高まっている。

短時間強雨の年間発生回数 海面上昇に伴う三大湾のゼロメートル地帯の拡大

出典：気象庁資料

出典：国土交通省ＨＰ

※1時間降水量50mm以上の降雨を集計
※国土数値情報をもとに河川局で作成
※３次メッシュ（1km×1km）の標高情報が潮位を下回るも
のを図示。面積、人口の集計は３次メッシュデータによ
り行っている

※河川・湖沼等の水面の面積については含まない

※海面が１ｍ上昇した場合の面積、人口の６０％分を増
分として計算

※海面が５９ｃｍ上昇した場合のシミュレーション
【アメダス】１時間降水量５０ミリ以上の年間観測回数

明確な変化傾向あり(10年あたり21.5回増加、 気象庁
1976年から2013年のデータを使用)

千
地
点
あ
た
り
の
観
測
回
数

H22S50
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Ⅰ 防災③

今後30年間に震度６弱以上の地震が発生する確率

出典：地震調査研究推進本部事務局
（文部科学省研究開発局地震・防災研究課）

日本の面積は世界の面積の1％未満であるにもかかわらず、世界の地震の約1割が日本
の周辺で起こっており、日本は世界的に見ても地震による危険度が非常に高い。

※東海・東南海・
南海地震

南海トラフの地震
Ｍ８～Ｍ９クラス
７０％程度

安芸灘～伊予灘～
豊後水道の
プレート内地震
Ｍ６．７～７．４ ４０％程度

日向灘の
プレート間地震
Ｍ７．６前後 １０％程度

佐渡島北方沖
Ｍ７．８程度
３％～６％

三陸沖北部 ※
Ｍ８．０前後 Ｍt８．２前後
１％～２０％
(繰り返し発生する地震以外の地震)

Ｍ７．１～７．６ ９０％程度
※津波の高さから求める地震の規模

宮城県沖
Ｍ７．４前後 発生確率は不明
(繰り返し発生する地震以外の地震)

Ｍ７．０～７．３ ６０％程度

三陸沖南部海溝寄り
Ｍ７．９程度 ほぼ０％
(繰り返し発生する地震以外の地震)

Ｍ７．２～７．６ ５０％程度

三陸沖北部から房総沖の海溝寄り
津波地震
Ｍt８．６～９．０前後
３０％程度
(特定海域では７％程度)
正断層型
Ｍ８．２前後 Ｍｔ８．３前後
４％～７％
(特定海域では１～７％)

福島県沖
Ｍ７．４前後(複数の地震が続発)
１０％程度

茨城県沖
Ｍ６．９～７．６ ７０％程度
(繰り返し発生する地震以外の地震)

Ｍ６．７～７．２
９０％程度以上

東北地方太平洋沖型
Ｍ８．４～９．０
ほぼ０％

相模トラフ沿いのＭ８クラスの地震
Ｍ８クラス(Ｍ７．９～Ｍ８．６)
ほぼ０％～５％

プレートの沈み込みに伴う
Ｍ７程度の地震
Ｍ７程度（Ｍ６．７～Ｍ７．３）
７０％程度

〔凡例〕 ２０１４年４月２５日現在

確率は２０１４年１月１日現在

秋田県沖
Ｍ７．５程度 ３％程度以下

地震規模(マグニチュード)

海域の名称

３０年以内に
地震が起こる
確率

日本海東縁 日本海溝

日
向
灘

駿
河
ト
ラ
フ

相
模
ト
ラ
フ

※いわゆる首都直下地震
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Ⅰ 防災④

国土強靭化

大規模自然災害に備えた国土の強靭化、防災・減災と迅速な復旧・復興のために、国土強
靭化基本法に基づいて、国土強靭化基本計画が策定がされた。

出典：内閣官房ＨＰ

（※平成２６年６月３日）

13

Ⅰ 防災の要点

地球温暖化の進行などによって、短時間強雨（いわゆるゲリラ豪雨など）

や高潮浸水などの災害リスクが高まっている。

日本の面積は世界の面積の1％未満であるにもかかわらず、世界の地

震の約1割が日本の周辺で起こっている。特に、今後３０年間に

７０%程度の確率で発生が見込まれている、「東海・東南海・南海地

震」及びいわゆる「首都直下地震」への対応が求められている。

阪神・淡路大震災や東日本大震災の経験をふまえ、大規模自然災害に

備えた事前防災・減災と迅速な復旧・復興のための国土強靭化が求めら

れている。

14



Ⅱ 医療・福祉①

世界の高齢化の推移

【高齢化率】

７％超⇒高齢化社会
１４％超⇒高齢社会
２１％超⇒超高齢社会

我が国の高齢化は世界に類を見ないスピードで進行している。

本市を含む大都市では、全国を上回る速度で高齢化が進行する見込みである。

（年）

（H12） （H42） （H72）

（年）

（H12） （H42） （H72）

出典：内閣府ＨＰ

資料：UN,World Population Prospects:The 2010 Revision
ただし日本は、2010年までは総務省「国勢調査」、2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
(平成24年1月推計)」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果による。

(注)先進地域とは、北部アメリカ、日本、ヨーロッパ、オーストラリア及びニュージーランドからなる地域をいう。
開発途上地域とはアフリカ,アジア(日本を除く),中南米,メラネシア,ミクロネシア及びポリネシアからなる地域をいう。

（S25） （S25）
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Ⅱ 医療・福祉②

「団塊の世代」が７５歳以上となる２０２５年

「団塊の世代」が７５歳以上となる２０２５年に向け、後期高齢者が大幅に増加していく。

Ｓ２５ Ｈ２２ Ｈ４２ Ｈ７２

資料:２０１０年までは総務省「国勢調査」、２０１２年は総務省「人口推計」(平成２４年１０月１日現在)、２０１５年以降は国立社会保障・
人口問題研究所「将来推計人口(平成２４年１月推計)」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果

(注)１９５０年～２０１０年の総数は年齢不詳を含む。高齢化率の算出には分母から年齢不詳を除いている。 出典：内閣府ＨＰ
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Ⅱ 医療・福祉③

現役世代１．３人で１人の高齢者を支える２０６０年

２０６０年には、現役世代１．３人で１人の高齢者を支える社会となる。

Ｓ２５ Ｈ２２ Ｈ４２ Ｈ７２

資料:２０１０年までは総務省「国勢調査」、２０１２年は総務省「人口推計」(平成２４年１０月１日現在)、２０１５年以降は国立社会
保障・人口問題研究所「将来推計人口(平成２４年１月推計)」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果 出典：内閣府ＨＰ
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Ⅱ 医療・福祉④

社会保障給付費の推移

高齢化の進行に伴い社会保障給付費が増加している。

出典：内閣府ＨＰ

社会保障給付費の対国民所得比
（右目盛り）

社会保障給付費

高齢者関係給付費

資料：国立社会保障・人口問題研究所「平成２２年度社会保障費用統計」
(注１)高齢者関係給付費とは、年金保険給付費、高齢者医療給付費、老人福祉サービス給付費及び高年齢雇用継続給付費を合わせたもので

昭和４８年度から集計
(注２)高齢者医療給付費は、平成１９年度までは旧老人保健制度からの医療給付額、平成２０年度は後期高齢者医療制度からの医療給付額

及び旧老人保健制度からの平成２０年３月分の医療給付額等が含まれている。

社
会
保
障
給
付
費
・
高
齢
者
関
係
給
付
費

社
会
保
障
給
付
費
対
国
民
所
得
比

昭和４５年
(１９７０)

昭和５０年
(１９７５)

昭和５５年
(１９８０)

昭和６０年
(１９８５)

平成２年
(１９９０)

平成７年
(１９９５)

平成１２年
(２０００)

平成１７年
(２００５)

平成２２年
(２０１０)(年度)
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Ⅱ 医療・福祉⑤

介護保険の認定者数の推移

介護保険の認定者数は、制度発足から１３年で、２倍以上に増加している。

出典：厚生労働省
「平成２４年度
介護保険事業状況
報告（年報）」

約２．４４倍

(2000) (2005) (2010)
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Ⅱ 医療・福祉⑥

介護費用と認定者数の推移

介護費用は、制度発足から１３年で、２.６倍、保険料は７０％以上上昇している。

２，０６１円
７０．８％の上昇出典：厚生労働省ＨＰ
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Ⅱ 医療・福祉⑦

地域包括ケアシステム

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるため、地域の特性に応じて住まい・医療・介護等
を一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築が進められている。

出典：厚生労働省ＨＰ

21

Ⅱ 医療・福祉の要点

世界に類を見ない高齢化の急速な進行により、社会保障費が急増して

いる。

団塊の世代が75歳以上となる2025年以降は、さらに若年世代の負担

が増大する見込みである。

その結果、2060年には、現役世代1.3人で1人の高齢者を支える「肩車型」

の社会となる。

介護保険についても、認定者数が急増し、制度発足から13年で、介護

費用が2.6倍となっている。

高齢者の生活を支えるため、地域の特性に応じて住まい・医療・介護等

を一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築が推進されている。
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Ⅲ 子育て・教育①

少子化と子どもの数の減少

１９７３年以降、出生数は減少傾向にあり、合計特殊出生率は１．４１と低水準。

出典：「平成２６年我が国の人口動態」厚生労働省
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Ⅲ 子育て・教育②

生涯未婚率の上昇

１９７０年台までは、２%前後であった生涯未婚率は、急上昇しており、男性は２０%を超えて
いる。

出典：総務省統計局『国勢調査報告』により算出。SMAM (Singulate mean age at marriage)は，人口静態統計の年齢別未婚率から計
算する平均結婚年齢であり，次式により計算する。SMAM=(ΣCx-50・S)/(1-S)。ただし，Cxは年齢別未婚率，Sは生涯未婚率。生涯未婚
率は，45～49歳と50～54歳未婚率の平均値であり，50歳時の未婚率。

20' 25' 30' 35' 40' 50' 55' 60' 65' 70' 75' 80' 85' 90' 95' 00' 05' 10'

生涯未婚率（％）男 2.17 1.72 1.68 1.65 1.74 1.45 1.18 1.26 1.50 1.70 2.12 2.60 3.89 5.57 8.99 12.57 15.96 20.14

生涯未婚率（％）女 1.80 1.61 1.48 1.44 1.46 1.35 1.47 1.88 2.53 3.34 4.32 4.45 4.32 4.33 5.10 5.82 7.25 10.61

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00％

日本の生涯未婚率

２０１０（Ｈ２２）年 男性
20.14％

２０１０（Ｈ２２）年 女性
10.61％
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Ⅲ 子育て・教育③

共働き世帯の増加

共働き世帯は、１９９７年には専業主婦世帯を上回り、さらに増加傾向にある。

出典：内閣府ＨＰ

(S55) (H2) (H12) (H22)
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Ⅲ 子育て・教育④

子育ての負担

子育てにおいて、経済的な負担だけではなく、心理的な負担が大きいとされている。

58.2

35.8

27.7

27.4

23

66.4

40.9

37.1

26.8

25.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

自分の自由な時間が持てない

子育てによる身体の疲れが多い

目が離せないので気が休まらない

子育てで出費がかさむ

夫婦で楽しむ時間がない

専業主婦

共働きの母親

（％）

子育ての負担感の状況

出典：厚生労働省「第2回21世紀出生児縦断調査」（平成14年度）

※21世紀出生時横断調査は、全国の2001年1月10日～1月17日及び7月10日～7月17日の間に出生した子か
らを対象に抽出し、経年変化の状況を継続的に調査している。第2回は1歳時における結果を示している。
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Ⅲ 子育て・教育⑤

Ｍ字カーブを描く我が国の女性の労働力率

結婚や出産を機に女性が仕事を一時辞める“Ｍ字カーブ”の底は年々上がってきている
が、潜在的な労働力率に比して低い水準にとどまっている。

出典：総務省
統計局

平成２４年
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Ⅲ 子育て・教育⑥

子ども・子育て支援新制度

従来の少子化対策だけではなく、より幅広い視点から総合的な子育て対策を実施すること
とされている。

28

一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成24年8月に子ども・子育
て関連３法が成立。この法律に基づき、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が導入予定

①質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供
②待機児童解消のため、保育の量的拡大・確保
③子育ての相談や一時預かりの場を増やすなど、地域の子育て支援の充実

経過

方向性

①認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（施設型給付）・小規模保育等への給付（地
域方保育給付）の創設
②地域の子ども・子育て支援の充実（対象児童を「おおむね10歳未満の児童」から「小学校に就学
している児童」に拡大）
③社会全体による費用負担（制度実施を消費税の引き上げに伴う増収のうち、約7,000億円が充て
られる）

主なポイント

28



Ⅲ 子育て・教育⑦

学校種別の学習費総額、構成比、公私比較

幼稚園のみ私立、小中高は公立学校へ通学した場合（ケース２）でも、１５年間で５８０万円
以上の学習費（授業料・通学費・学用品費・学習塾・習い事の費用等の合計）がかかる。

出典：文部科学省「平成24年度子どもの学習費調査」

幼稚園 小学校 中学校 高等学校

ケース１
（すべて公立）

5,035,479
(公→公→公→公)

ケース２
（幼稚園だけ私立）

5,807,460
(私→公→公→公)

ケース３
（高等学校だけ私立）

6,776,610
(公→公→公→私)

ケース４
（幼稚園及び高等学校が

私立）

7,548,231
(私→公→公→私)

ケース５
（小学校だけ公立）

10,083,039
(私→公→私→私)

ケース６
（すべて私立）

16,782,339
(私→私→私→私)

区分
学習費総額

合計

690,300
(公立)

1,462,281
(私立)

1,834,842
(公立)

8,534,142
(私立)

1,351,020
(公立)

3,885,468
(私立)

1,159,317
(公立)

2,900,448
(私立)

(円)
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Ⅲ 子育て・教育⑧

「ＰＩＳＡ(ﾋﾟｻﾞ)調査」の概要

世界的な学習到達度調査の代表的なものが「ＰＩＳＡ調査」

出典：文部科学省、国立教育政策研究所
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Ⅲ 子育て・教育⑨

「ＰＩＳＡ(ﾋﾟｻﾞ)調査」の結果－１

２００３年及び２００６年の調査で見られた「学力低下」傾向が、いわゆる「ゆとり教育」の結
果なのではないかと話題になった。(因果関係は不明確)

出典：文部科学省「平成24年度文部科学白書」

これまでのOECD生徒の学習到達度調査（PISA）の結果

31

Ⅲ 子育て・教育⑩

「ＰＩＳＡ(ﾋﾟｻﾞ)調査」の結果－２

2012年に実施された調査では、学力の回復傾向が見られ、いずれの結果（「数学的リテラ
シー」「読解力」「科学的リテラシー」）も参加国の中で、上位となった。

出典：文部科学省、国立教育政策研究所
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Ⅲ 子育て・教育⑪

「国際教員指導環境調査（ＴＡＬＩＳ）」の結果概要

平成２５年に実施された第２回調査に日本は初めて参加した。（ＯＥＣＤ加盟３４か国等）

日本の中学校教員の勤務時間は他の参加国よりも特に長く、人材の不足感も大きい。

生徒の主体的な学びを引き出すことに対する自信が低く、ＩＣＴ活用の割合も低い。

出典：文部科学省ＨＰ
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Ⅲ 子育て・教育⑫

大学等進学率・１８歳人口の推移

大学・短大の収容率は９２．４％に達しているが、実際の進学率は５６．２％に留まっている。
今後の１８歳人口は、平成３３年頃から再び減少することが予測されている。

出典：文部科学省「平成24年度版 文部科学白書」

１８歳人口（万人）

収容力（大学＋短大）

進学率１（大学＋短大＋高専＋専門学校）

高校等卒業者数（万人）

高専４年次在学者数（万人）

専門学校入学者数（万人）

短大入学者数（万人）

大学入学者数（万人）

92.4％

79.3％

56.2％
進学率２（大学＋短大）

大学： 50.8％
短大： 5.4％
高専４年次： 1.0％
専門学校： 22.2％

大学： 55.0％
短大： 5.6％

大学： 50.8％
短大： 5.4％

昭和 平成

60.6％
現役志願率（大学＋短大）

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 (年)
(2000) (2010) (2020) (2030)
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Ⅲ 子育て・教育⑬

いじめ認知件数

いじめの認知件数は、重大な事案が生じる度に調査方法が変更となるなど、大きな変動が
ある。

いじめ認知件数の推移

出典：文部科学省「平成24年度版 文部科学白書」
文部科学省「いじめの問題に関する児童生徒の実態把握並びに教育委員会及び学校の取組状況に係る緊急調査」（平成24年11月）

（注）
１ ．平成5年度までは公立小・中・高等学校を調査。平成6 年度からは特殊教育諸学校、平成18 年度からは国私立学校、中等教育学校を含める。
２ ．平成6年度及び平成18 年度に調査方法等を改めている。
３ ．平成17年度までは発生件数、平成18 年度からは認知件数。
４．平成24年度の認知件数は、平成23年の大津事件を受け文部科学省が行った緊急調査の結果。
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15～34歳 15～24歳 25～34歳

15歳～34歳の年齢人口に占めるﾌﾘｰﾀｰの割合は2008(H20)年を底に増加傾向にある。
15歳～24歳については2012年(H24)に一度減少したが2013年(H25)に再び増加した。
25歳～34歳については2008年(H20)以降の増加が著しい。
ひきこもりは全国で23.6万人にのぼると推計される（内閣府2010年「若者の意識に関する調査」 ）

Ⅲ 子育て・教育⑭

フリーター・引きこもり

フリーターの割合

出典：総務省「労働力調査」
（注） ここでいう「フリーター」とは，15歳大～34世で、男性は卒業者，女性は卒業者で未婚の者とし，①雇用者のうち勤め先における呼称が「パート」か「アルバ
イト」である者，②完全失業者のうち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者，③非労働力人口で家事も通学もしていない「その他」の者のうち，就業
内定しておらず，希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」の者としている。

資料：内閣府「平成26年版子ども・若者白書」（平成26年6月）
※内閣府が平成22（2010）年2月に実施した「若者の意識に関する調査（ひきこもりに関する実態調査）によると，「ふだんは家にいるが，近所のコンビニなどに
は出かける」「自室からは出るが，家からは出ない」「自室からほとんど出ない」に該当した者（「狭義のひきこもり」）が23.6万人いると推計される。

(H14) (H25)(H20)

(％)
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Ⅲ 子育て・教育⑮

ＯＥＣＤ 国際成人力調査の結果（PIAAC：ピアック）

成人の「読解力」「数的思考力」は第１位

ＩＴ能力は、パソコンを使用した調査を受けた者の得点は第１位

出典：文部科学省・国立教育政策研究所HP

【国際成人力調査とは？】
経済のグローバル化や知識基盤社会への移行に伴い、OECDに加盟する先進国では、 雇用を確保し経済成長を促すた

め、国民のスキルを高める必要があるとの認識が広まっています。このような中、OECDでは、各国の成人のスキルの

状況を把握し、各国の政策に資する知見を得ることを目的として、初めて本調査を実施しました。

OECD加盟国等24か国・地域（日、米、英、仏、独、韓、豪、加、フィンランド等 ）が参加し、16歳～65歳ま

での男女個人を対象として、「読解力」「数的思考力」「ITを活用した問題解決能力」及び調査対象者の背景（年

齢、性別、学歴、職歴など）について調査しました。

※ＩＴを活用した問題解決能力について
パソコンを使用したコンピュータ調査でのみ
測定され、紙での調査を受けた者については測
定されない。
このため、ＰＩＡＡＣでは、コンピュータ調
査を受けなかった者も母数に含めたレベル２・
３の者の割合で、各国のＩＴを活用した問題解
決能力の状況を分析している。（習熟度レベル
１未満～レベル３まで４段階で設定）
我が国は、コンピュータ調査ではなく紙での
調査を受けた者の割合が36.8%とOECD平均の
24.4%を大きく上回っていることから、コン
ピュータ調査を受けなかった者も母数に含めた
レベル２・３の者の割合で見ると、OECD平均
並みとなる。
ＩＴを活用した問題解決能力の得点は、ＰＩ
ＡＣＣのデータを元にコンピュータ調査回答者
を母数として国立教育政策研究所が算出

読解力 数的思考力
ＩＴを活用した
問題解決能力

平均得点 平均得点 ※平均得点

ＯＥＣＤ平均‥273 ＯＥＣＤ平均‥269 ＯＥＣＤ平均‥283

①日本‥296 ①日本‥288 ①日本‥294

②ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ‥288 ②ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ‥282 ②ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ‥289

③ｵﾗﾝﾀﾞ‥284 ③ﾍﾞﾙｷﾞｰﾞ‥280 ③ｵｰｽﾄﾗﾘｱ‥289

④ｵｰｽﾄﾗﾘｱ‥280 ④ｵﾗﾝﾀﾞ‥280 ④ｽｳｪｰﾃﾞﾝ‥288

⑤ｽｳｪｰﾃﾞﾝ‥279 ⑤ｽｳｪｰﾃﾞﾝ‥279 ⑤ﾉﾙｳｪｰ‥286
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Ⅲ 子育て・教育の要点

共働き世帯の増加など、我が国の子育て世代の女性の労働力率は上昇傾向にあ

るが、潜在的な労働力率に比して低い水準にとどまっている。

子育てに関する負担感は、経済的な負担だけでなく、心理的な負担も大きいとされ

ている。

子ども・子育て支援新制度によって、従来の少子化対策だけではなく、より幅広い

視点から総合的な子育て対策を推進することとされている。

2012年に実施された国際的な学力調査（ＰＩＳＡ）では、学力の回復傾向が

見られ、いずれの結果も参加国の中で上位となった。

いじめの認知件数は、重大な事案が生じる度に調査方法が変更となるなど、大

きな変動がある。

フリーターの当該年齢人口に占める割合は平成20年以降増加傾向にあり、ま

た、ひきこもりは全国で23.6万人にのぼると推計されており、青少年の就労や

引きこもり等に対する対応が重要となっている。
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Ⅳ 環境・エネルギー①

エネルギーコスト

東日本大震災後、原油・LNGの輸入価格の上昇・輸入量の拡大による輸入額の増大に伴
い、貿易収支が悪化し、赤字に転落した。

出典：総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会第２回会合（平成25年9月）資料
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Ⅳ 環境・エネルギー②

再生可能エネルギー

エネルギー政策が転換し、コストが低下、再生可能エネルギーの導入が拡大している。た
だし、様々な課題から、全体に占める割合はわずかなものにとどまっている。

再生可能エネルギーの拡大

出典：資源エネルギー
庁資料

再生可能エネルギーといっても、発電コストに相違ある。風力・地熱発電につ
いては、石炭火力や一般水力と比較しても遜色ない水準。

我が国の再生可能エネルギー（水力除く）の総発電電力量に占め
る割合は、1%前後で推移。
2009年11月の太陽光の余剰電力買取制度の開始、2012年7月の
固定価格買取制度の施行により、太陽光発電を中心に再生可能
エネルギーは着実に導入が拡大。
2012年度の再生可能エネルギーの割合は1.6%に達する。
※電力調査統計、RPSデータ、固定価格買取制度の買取実績等
より、資源エネルギー庁作成

主
要
電
源
コ
ス
ト
の
試
算

電源別の二酸化炭素排出量

出展：資源エネルギー庁ＨＰ

住宅用
太陽光

太陽光 陸上風力 地熱 一般水力
(参考)

小水力 バイオマス 石炭火力
(参考)

原子力
(参考)

8.9～

38.3

33.4

45.8

30.1

17.3

9.9

11.6

9.2

22.0

19.1

32.2

17.4
9.5 10.6

(円／kWh) コスト等検証委員会による主要電源のコスト試算

発電燃料燃焼

石油
火力

ＬＮＧ
火力

ＬＮＧ
コンバ
インド

風力 原子力 地熱 水力太陽光

設備・運用

石炭
火力
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Ⅳ 環境・エネルギー③

政令指定都市におけるごみの処理状況

川崎市環境局作成(2014.3)

１
人
１
日
当
た
り
の
ご
み
排
出
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ｇ)
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1人1日当たりのごみの排出量
（家庭系以外） (ｇ/人日)

資源化率 (％)

平成23年度一般廃棄物処理実態調査結果に基づき、本市独自で試算（仙台市
の資源化率は震災の影響により、極端に低くなっている。）

本市の１人当たりのごみ排出量は政令市中４番目に少ない。

平成25年9月プラの分別収集開始等により、資源化率も上昇する見込み。

(％)(g)
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Ⅳ 環境・エネルギー④

スマートシティの推進

住宅・ビル・工場などに先端技術を導入して、地域の包括的なエネルギー管理を行う、ス
マートシティ形成の推進が望まれている。

出典：経済産業省ＨＰ
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Ⅳ 環境・エネルギーの要点

東日本大震災後、原油・LNGの輸入価格の上昇・輸入量の拡大により、貿

易収支が悪化し、赤字に転落した。

再生可能エネルギーの導入が拡大しているが、様々な課題があること

から、全体に占める割合はわずかなものにとどまっている。

住宅・ビル・工場などに先端技術を導入して、地域の包括的なエネル

ギー管理を行う、スマートシティ形成の推進が望まれている。
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Ⅴ 産業・文化①

国際競争力

日本の国際競争力は、１９９０年代半ばまでは世界トップクラスであったが、１９９０年代後
半に急落し、低迷が続いている。

出典：ＩＭＤ世界競争力年鑑

※１ ＩＭＤランキングは、スイスの国際経営開発研究所（ＩＭＤ）が経済状況、政府の効率性、ビジネスの効率
性、インフラを評価の観点として、競争力を「企業の力を保つ環境」と定義して、算出したランキングで、
２０１３年の対象国数は６０か国である。

※２ 同じく国際競争力に関するランキングを公表しているスイスの世界経済フォーラム（ＷＥＦ）のランキング
においても、日本は１９９０年代後半に急落し、２０１３年のランキングは１４８か国中９位である。
なお、ＷＥＦランキングは、制度、インフラ、健康と初等教育、市場規模、イノベーション等を評価の観点
として、競争力を「生産性を決定する諸要素」と定義している。

(年)

(順位)

(H3)     (H5)     (H7)     (H9)    (H11)    (H13)    (H15)    (H17)    (H19)    (H21)    (H23) (H25)
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Ⅴ 産業・文化②

経常収支の推移

平成１７年度以降、貿易収支の黒字を所得収支の黒字が上回っている。（これまでの投
資によって海外から受け取る債権利子等が拡大したことと、企業の海外進出が進んだ
ことにより、海外の子会社からの配当金が増加したことが原因）

リーマンショック以降は貿易収支の黒字が大幅に減少し、東日本大震災以降は赤字と
なっている。

出典：内閣府「平成26年度 年次経済財政報告」

経常収支の推移（年度推移）

2000
（H12）

2008
（H20）

リーマンショック
(2008.9～)

2011
（H23）

東日本大震災
(2011.3)

2014.1
（H26.1）

2014.4
（H26.4）

2013
（H25）

2004
（H16）
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Ⅴ 産業・文化③

雇用環境

非正規雇用者の増加、失業率の上昇、平均年収の低下など、雇用環境は悪化している。
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正規雇用者と非正規雇用者の推移 （出典：厚生労働省ＨＰ）

出典：国税庁 民間給与実態統計調査 出典：総務省統計局 労働力調査（基本集計）

(S60) (H18)(H2) (H7) (H12) (H17) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) (H25)

(S55)
(H12) (H26)

(H7) (H24)
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Ⅴ 産業・文化④

働く女性の約５割が非正規雇用

（出典：総務省統計局平成25年労働力調査）

＜主な産業、雇用形態別雇用者及び割合（男性）＞

非正規雇用は、男性（２割）に比べ、女性（５割）が方が割合が高い状況にある。

宿泊業・飲食サービス業において、男女とも非正規雇用率は高い状況にある。

＜主な産業、雇用形態別雇用者及び割合（女性）＞
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Ⅴ 産業・文化⑤

若い世代における非正規雇用の拡大

非正規雇用で働く若者の割合は増加しており、15～24歳までの非正規雇用率は、1991年
に9.5%であったものが、2010年には30.4%と大幅に上昇、25～44歳でも大幅な上昇傾向に
ある。

＜年齢階級別非正規雇用比率の推移＞

出典：厚生労働省「平成２５年版厚生労働白書－若者の意識を探る－」

(S60) (H2) (H7) (H12) (H17) (H22)

48



Ⅴ 産業・文化⑥

不本意な非正規雇用の若者の増加

「正社員として働ける会社がなかったから」とする20歳～30歳代の若者の割合は、2007年
から2010年にかけ総じて高まっている。

＜年齢別にみた「不本意非正規」の状況＞

出典：厚生労働省「平成２５年版厚生労働白書－若者の意識を探る－」
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Ⅴ 産業・文化⑦

訪日外国人数の推移

年間の訪日外国人数が1,000万人を突破し、地域の観光産業の国際化が求められる。

0

200

400

600

800

1,000

1,200
（万人）

2002            03            04            05            06            07             08            09           10 11             12           13  (年)

出典：日本政府観光局「訪日外客調査」より作成

(H14) (H25)(H17) (H22)

50



Ⅴ 産業・文化⑧

オリンピック・パラリンピックの経済波及効果等

オリンピック・パラリンピック開催に伴う経済波及効果・雇用誘発が期待されている。

■需要増加額 ■経済波及効果

■雇用誘発数

12,2392,5709,669総計

5,5782,4173,161その他（注）

3,1041532,951大会運営費

3,55703,557施設整備費

全国
その他の
地域

東京都項目

12,2392,5709,669総計

5,5782,4173,161その他（注）

3,1041532,951大会運営費

3,55703,557施設整備費

全国
その他の
地域

東京都項目

7,5332,8464,687
雇用者所得
誘発額

14,2105,6248,586
付加価値誘
発額

29,60912,85616,753生産誘発額

全国
その他の地
域

東京都項目

7,5332,8464,687
雇用者所得
誘発額

14,2105,6248,586
付加価値誘
発額

29,60912,85616,753生産誘発額

全国
その他の地
域

東京都項目

152,202全国

68,496その他の地域

83,706東京都

雇用誘発数項目

152,202全国

68,496その他の地域

83,706東京都

雇用誘発数項目

注 ）「その他」とは、大会関係者や観戦客の消費支出、家計消費支出など
出典）(特非)東京２０２０オリンピック・パラリンピック招致委員会・東京都スポーツ振興局報道発表資料（平成２４年６月７日）より作成

2020年オリンピック・パラリンピック開催に伴う経済波及効果（全国・東京都）
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Ⅴ 産業・文化⑨

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会への期待

全国20～60歳代の男女3,500名に対し東京大会によって持続的にもたらされる効果（レガ
シー）に関する意識調査を実施

出典：三菱総合研究所「オリンピックレガシーに関する意識調査」（平成２６(2014)年1月）

2020年東京大会に対する期待（2020年東京大会を契機に社会が良くなるか？）

東京大会を契機に期待する社会変化

社会が良くなることへ
の期待

約５割

期待の高い分野
１位 観光・地域活性化
２位 国際交流・平和
３位 健康増進
４位 （安全）レジリエンス
５位 環境
６位 復興

合計

東京

関東６県

東北３県

その他

健康増進

観光・地域活性化

国際交流・平和

復興加速

レジリエンス

環境先進

注：重視すべき順位を１～１０位まで回答したデータについて１位１０点、２位９点…１０位１点として点数化

社会活動伸長

モビリティ

全員参加型

教育充実・能力発揮
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Ⅴ 産業・文化⑩

TPP

TPP協定交渉は、地域の市場、投資環境、産業政策など広範囲にわたり、対応が必要
であるとともに、新たなチャンスとなる。

我が国がこれまでの投資協定・経済連携協定において独立の分野として扱ったことが
ないのは「環境」、「労働」、「分野横断的事項」の３分野

出典：環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定概要（外務省ホームページ）
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Ⅴ 産業・文化⑪

国家戦略特区

日本経済社会の風景を変える大胆な規制・制度改革を実行していくための突破口として、「
居住環境を含め、世界と戦える国際都市の形成」、「医療等の国際的イノベーション拠点整
備」といった観点から、規制の特例措置を組み合わせて講じ、世界で一番ビジネスがしや
すい環境を創出することを目的として、国家戦略特区を指定（平成２６年５月）

新潟県新潟市
【大規模農業の改革拠点】

関西圏
【医療等イノベーション拠
点、チャレンジ人材支援】

兵庫県養父市
【中山間地農業の改革拠点】

沖縄県
【国際観光拠点】

福岡県福岡市
【雇用改革拠点】

東京圏
【国際ビジネス、
イノベーションの拠点】

54



Ⅴ 産業・文化⑫

「日本再興戦略」改訂２０１４の概要

さまざまな課題を克服し、持続的な成長をめざすため、日本再興戦略が策定・改訂された。

出典：首相官邸ＨＰ（平成26年6月14日）
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年 政治・社会 年 経済・産業 年 国際
64 東海道新幹線(東京～新大阪間)開業 65 いざなぎ景気始まる（～1970年） 64 東京オリンピック開催

66 日本人の総人口が１億人を突破 3C(カラーテレビ・クーラー・自動車)の普及

～1970 69 東名高速道路全線開通 68 ＧＮＰが西ドイツを抜いて世界第２位に
72 沖縄県が日本に返還 71 マクドナルド１号店開店 72 札幌冬季オリンピック開催

73 第１次石油危機(オイルショック) 74 世界の人口が40億人を突破

76 ロッキード事件 76 ＶＨＳビデオデッキ発売

～1980 78 新東京国際空港(成田空港)開港 79 ｿﾆｰが「ｳｫｰｸﾏﾝ」、NECが「PC-8000ｼﾘｰｽﾞ」を発売

82 CDﾌﾟﾚｰﾔｰ発売

84 日本人の平均寿命が男女とも世界一に 83 任天堂「ﾌｧﾐﾘｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀ」発売

86 男女雇用機会均等法施行 85 プラザ合意で急速な円高へ 86 GATTｳﾙｸﾞｱｲ･ﾗｳﾝﾄﾞ開始
88 リクルート事件発覚 87 国鉄分割民営化 87 世界の人口が50億人を突破

～1990 89 「昭和」から「平成」へ 89 消費税の導入（3%） 89 ベルリンの壁崩壊

92 国際平和協力法（PKO法）施行 91 ﾊﾞﾌﾞﾙ景気が崩壊
93 Jリーグ発足 92 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ商用化

95 阪神・淡路大震災 95 Microsoft Windows 95発売 95 世界貿易期間（WTO）発足

製造物責任法（PL法）施行 96 携帯電話の普及本格化

97 消費税増税（5%） 97 地球温暖化防止京都会議開催(京都議定書の制定)

98 金融ｼｽﾃﾑ改革法成立（日本版ﾋﾞｯｸﾞﾊﾞﾝ） ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｶｰ「ﾌﾟﾘｳｽ」発売 98 長野冬季オリンピック開催

00 BSﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送開始/電子ﾏﾈｰの普及開始

～2000 00 介護保険制度の導入 ITバブル崩壊 99 世界の人口が60億人を突破
02 住民基本台帳ネットワーク稼動 01 ADSL事業(Yahoo!BB)を開始 01 米国同時多発テロ

ETCｼｽﾃﾑ全国運用開始 iPod発売

05 戦後初めて日本の総人口減少 03 地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ放送開始(三大都市圏) 02 FIFAﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟが日韓で共同開催

04 SNS開始 06 環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)発効

07 団塊世代の大量退職始まる 07 日本郵政公社民営化 08 ﾘｰﾏﾝ･ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞの破綻、世界金融危機

～2010 09 裁判員制度導入 10 日本の名目GDP、中国に抜かれ世界第３位に 10 ギリシャ経済危機

11 東日本大震災 11 地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送へ完全移行 11 世界の人口が70億人を突破

12 東京ｽｶｲﾂﾘｰ開業 12 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ普及本格化 12 米韓自由貿易協定（FTA）が発行

13 民間企業の障害者雇用率を2.0%に引き上げ 13 世界初のiPS臨床研究開始

～2013 TPP交渉に正式参加 ｱﾍﾞﾉﾐｸｽで景気回復の兆し

Ⅴ 産業・文化⑬

過去５０年間の出来事（１９６１～２０１３年）

高度経済成長期から安定成長期を経て、バブル崩壊を期に経済が低迷（失われた２０年）

一方、技術革新は目覚ましく、ハイブリッドカー、SNS、スマートフォンなどに加え、LEDや内視
鏡手術、カプセルカメラの普及など、１０年前にはなかった技術・産業が進展している。

出典：NRI 未来年表（野村総合研究所）一部抜粋
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月 日 政治・社会・国際・経済・産業 月 日 NRI予測
4 1 消費税増税(8%) 無線ﾄﾗﾌｨｯｸが急増

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末・電子書籍端末の販売数が世界で２億台を超え、日本では約

500万台に

ｿｰｼｬﾙｹﾞｰﾑ市場が、6,500億円を超える

燃料電池自動車と水素供給ｽﾃｰｼｮﾝが一般ﾕｰｻﾞｰへ普及開始〔FCCJ〕 ｳｪｱﾗﾌﾞﾙ端末の販売数が、125万台に

世界の生産年齢(15～64歳)人口比率がピークに

家庭内ﾜｲﾔﾚｽ･ｽｰﾊﾟｰﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞが実現〔総務省〕 BtoC EC(一般消費者向け電子商取引)市場が、14.5兆円に拡大

2000年度比で資源生産性が約6割向上、循環利用率約4～5割向上〔環境省〕 ｽﾏｰﾄﾍﾟｲﾒﾝﾄ(電子決済手段)市場が、52兆円を超える

10 消費税増税(10%) ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ(電子看板)市場が、1,200億円を超える

2016 1 「ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制度」(共通番号制度)施行 携帯電話端末(ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ)の販売数は、4,090万台をﾋﾟｰｸに除々に減少

法人向け情報ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ市場が3,000億円を超える

労働力人口が6,556万人に減少、うち65歳以上が10.4%〔内閣府〕 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ比率が8割近くに

購買力平価ベースのGDPで名目・実質とも中国が米国を抜き、世界1位に〔OECD〕

日本発の革新的ながん治療薬を10種類程度治験へ導出〔健康・医療戦略推進本部〕

iPS/ES細胞は臨床研究に移行する〔文科省〕

待機児童解消〔日本再興戦略〕
2018 貿易のFTA比率が約70%以上となる〔日本再興戦略〕 3Dﾌﾟﾘﾝﾀｰのﾕｰｻﾞ数が84.5万人に拡大

日本の経常収支が1980年以来初めて赤字となる〔OECD〕

ITS等により全国の主要道における交通渋滞が2010年比半減〔IT戦略本部〕

住宅用太陽光発電ｼｽﾃﾑが530万戸に導入〔内閣府〕

年間の訪日外国人旅行者数2,500万人を達成〔観光庁〕

すべての都道府県で人口が減少する〔国立社会保障・人口問題研究所〕
日本(東京)で第32回夏季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ、第16回ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催

公債等残高が1300兆円前後となる〔内閣府〕

日本の高齢化率(65歳以上)が30.3%に〔内閣府〕
民営化された海外水ﾋﾞｼﾞﾈｽ市場の約6%(1.8兆円)を日本が獲得〔経産省〕

国民医療費が52.3兆円に(2010年度37.5兆円)〔厚労省〕

ﾘﾆｱ中央新幹線(東京～名古屋間)が開業(南ｱﾙﾌﾟｽを貫通する直線ﾙｰﾄ)

ｲﾝﾄﾞの人口が中国を抜き、世界1位となる〔UNCTAD〕

ﾛﾎﾞｯﾄ介護機器の市場規模が約2,600億円となる〔日本再興戦略〕

再生医療の国内市場規模が1兆円となる〔経産省〕
中国の人口が14.6億人でﾋﾟｰｸとなる〔国連〕

日本の医療技術・ｻｰﾋﾞｽの海外市場規模が5兆円となる〔日本再興戦略〕

世界における携帯電話端末の販売数が18.8億台に(うちｽﾏｰﾄﾌｫﾝが5割

超)。日本では販売数4,080万台のうち、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝが7割超えに

年 年度

年度

日本、米国、欧州、中国の4極の乗用車販売数が、6,500万台(うちｴｺｶｰ

1,100万台)に。燃料電池車(FCEV)は、15万台を超える

2020以降

年

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄに接続可能なﾃﾚﾋﾞの保有数が約3,900万世帯、そのうち次世代

ｽﾏｰﾄﾃﾚﾋﾞは約1,100万世帯まで普及

年

年度

2014 年

2015

～2030

年度

年度

年 年度

年度

2018までに

2030

2030までに

2025

2027

2023

2020 2020

2017

2029

～2020

年度末までに

2020.7～8

Ⅴ 産業・文化⑭

未来の動き（２０１４～２０３０年）

ｉＰＳ/ＥＳ細胞の臨床研究への移行や３Dプリンタの普及を始めとして、高齢化や環境・エネル
ギー問題などに対応する、さまざま技術革新が予想されている。

出典：NRI 未来年表（野村総合研究所）一部抜粋
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Ⅴ 産業・文化の要点

日本の国際競争力は、１９９０年代半ばまでは世界トップクラスで

あったが、１９９０年代後半に急落し、低迷が続いている。

失業率の上昇と非正規雇用者の増加、平均年収の低下など、雇用環境

は悪化している。

年間の訪日外国人数が1,000万人を突破し、地域の観光産業の国際化が

求められる。

オリンピック・パラリンピック開催に伴う経済波及効果・雇用誘発が期待さ

れている。

TPP協定交渉は、地域の市場、投資環境、産業政策に影響するため対応

が必要であるとともに、新たなチャンスとなる。

さまざまな課題を克服し、持続的な成長をめざすため、イノベーション

推進や、医療分野の競争力強化などの日本再興戦略が策定された。
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Ⅵ 市民協働①

町内会・自治会への参加頻度

町内会・自治会への参加頻度は少なくなっている。

出典：平成１９年版国民生活白書（内閣府）

1．内閣府「住民自治組織に関する世論調査」（1968 年）、「国民生活選好度調査」（2007 年）により作成。
2．1968 年は、「お宅は町内会・部落会等に入っていますか。」という問に対して回答した人数を母数として、「入っている」以外の回答をした人を「加入していない」とした。また、同
質問に対し、「入っている」と回答した人のうちの「お宅では、町内会・部落会等のしていることに、だいたい参加していますか、それとも時々参加する程度ですか。」という問に対
し、「だいたい参加する」、「時々参加する」、「ほとんど参加しない」と回答した人の人数を先の問の回答者数を母数として、それぞれの割合を算出した。

3．2007 年は、「あなたは現在、『町内会・自治会』のような活動に参加されていますか。参加の頻度についてお答え下さい。」という問に対し、回答した人の割合。ただし、「ほぼ毎
日」、「週に２～３日程度」、「週に１日程度」、「月に１日程度」を「月に１日程度以上」と合算して表示している。

4．回答者は、1968 年は全国の都市のうち昭和40 年国勢調査時の人口集中地区人口が３万人以上の都市でその人口集中地区に居住する世帯主500 人と主婦500 人および全
国の町村部に居住する世帯主500人と主婦500 人（わからないを除く）。2007 年は全国の15 歳以上80 歳未満の男女3,345 人（無回答を除く）。
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Ⅵ 市民協働②

NPO法人数の推移

NPO法人数の増加に見られる通り、市民団体と行政との協働の役割が拡大している。

特定非営利活動法人の認定数の推移

出典：内閣府HP

２００９年
(H21年)

２０１０年
(H22年)

２０１１年
(H23年)

２０１２年
(H24年)

２０１３年
(H25年)
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Ⅵ 市民協働③

共助社会

地域の絆を活かした共助活動を促進し、地域の活性化に市民の意欲、能力を活用するこ
とが重要となっている。

出典：内閣府「第7回共助社会づくり懇談会」（平成26年4月）資料より
61

Ⅵ 市民協働④

地方自治法改正

区の役割の拡充を中心とする政令指定都市制度の見直しや、広域連携制度の創設など
の内容を含む、改正地方自治法が成立した。(H26.5)

平成26年度地方自治法改正
1. 指定都市制度の見直し

区の役割の拡充（市長の権限 総合区の設置）
指定都市都道府県調整会議の設置

2. 中核市制度と特例制度の統合
3. 新たな広域連携の制度の創設

「連携協約」制度の創設
「事務の代替執行」制度の創設

平成24年度地方自治法改正
• 地方公共団体議会及び長による適切な権限行使の確保
• 住民自治の更なる充実のための、議会会期・召集、議会と長の関係の改正

平成23年度地方自治法改正
• 基本構想策定義務付け廃止
地域主体性、住民参加機会の提供や住民への説明責任が重視

• 議決事件の範囲の拡大
法定受託事務に係る事件についても、条例で議会の議決事件として定めることができる

出典：総務省資料より作成
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Ⅵ 市民協働の要点

町内会・自治会への参加頻度が減少するなど、従来の地縁を中心とし

たコミュニティ機能は課題を抱えている。

一方で、NPO法人数の増加に見られる通り、市民団体と行政との協働

の役割が拡大している。

地域の絆を活かした共助活動を促進し、地域の活性化に活かすことが

重要となっている。

地方自治法の改正により、区の役割拡大と中心とした政令指定都市制度

の見直しが図られる。
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全体の要点①

地球温暖化の進行等による災害リスクに対応し、国土強靭化、防災・減

災と迅速な復旧・復興のための取組が進展している。
防災

日本の総人口は、2060年に8,674万人まで減少するとともに、少子高

齢化が急速に進行する。

義務的経費の増加により、自治体財政を取り巻く環境は厳しさを増すと

考えられる。

人口・財政

医療・
福祉

高齢化による社会保障費や国民医療費の増加が顕著となっている。

高齢者の生活を社会全体で支える地域包括ケアシステムの構築が必要

となっている。

子育て・
教育

子育て世帯の経済的負担、心理的な負担が課題となっており、子ど

も・子育て支援新制度による総合的な子育て対策の充実が求められて

いる。

子どもたちのさらなる学力の向上や、いじめ対策などが必要となって

いる。

フリーター、引きこもりが増加傾向にあり対策が求められている。
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全体の要点②

東日本大震災後燃料輸入により貿易収支が悪化している一方、再生

可能エネルギーの導入が拡大しており、地域の包括的なエネルギー

管理を行うスマートシティ形成も進められている。

環境・
エネル
ギー

産業・
文化

市民協働

日本の国際競争力は１９９０年代後半以降低水準で推移しており、雇

用環境も悪化している。

年間の訪日外国人数が1,000万人を突破し、観光産業の国際化が進展

する中、オリンピック・パラリンピック開催に伴う経済波及効果・雇用誘

発が期待されている。

TPP協定交渉による地域経済への影響への対応が必要である。

こうした状況を克服し、持続的な成長をめざすため、イノベーション

推進や、医療分野の競争力強化などの成長戦略が進められている。

地方自治法の改正により、区の役割拡大を中心とした政令指定都市

制度の見直しが図られる見込みとなっている。

地方自治体行政において市民との協働が重要になっている。
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市の概況

～人口・財政状況、市民意識、市の魅力と地域資源～

川崎市総合企画局

都市経営部企画調整課

平成26年10月27日

1

資料６－２

１．人口 ⑤市民の定住意向 ４．市の魅力と地域資源

①川崎市の世帯数・人口の推移 ⑥総世帯数と世帯類型別構成の動向 ①市内の主要都市拠点と交通ネットワーク

②川崎市の将来人口 ⑦高齢夫婦世帯、高齢単身世帯の動向 ②主要企業と研究開発機関の立地状況

③川崎区の将来人口 ⑧年齢別人口構成・人口増加率 ③グリーンイノベーションの推進

④幸区の将来人口 ④ウェルフェアイノベーションの推進

⑤中原区の将来人口 ３．財政状況 ⑤ライフイノベーションの推進

⑥高津区の将来人口 ①歳出の現状 ⑥港湾物流拠点としての川崎港

⑦宮前区の将来人口 ②歳出総額の推移 ⑦文化資源やスポーツ資源の活用(1)

⑧多摩区の将来人口 ③扶助費の推移 ⑧文化資源やスポーツ資源の活用(2)

⑨麻生区の将来人口 ④経常収支比率の推移 ⑨市内に立地する大学との連携・交流

⑤中長期の財政収支推計（一般財源ベース）

２．人口移動と世帯 ⑥行財政改革(1)

①周辺市町村との転出入動向（全年齢） ⑦行財政改革(2)

②川崎市の転入・転出状況 ⑧人口10万人当たり施設数の比較

③全区及び区別の年齢階層別転出入動向 ⑨公共建築物の総床面積の変遷

④市内の居住年数の推移 ⑩公共建築物の老朽化

⑪公共建築物の修繕・更新の見通し

本資料の位置づけ・構成

本資料の位置づけ

本資料は、本市の新たな総合計画策定のための基礎的な資料として、市の概況を
各種データを用いて示したものである。

本資料の構成

本資料は、以下の５項目で構成される。
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1.人口①

川崎市における人口動態の長期推移（自然動態・社会動態別）

本市の人口は、全国的には人口減少社会に転換するなかでも引き続き増加を続けており、

平成26年10月1日現在では、146万人を突破している。

注：自然動態、社会動態は、各年1月1日～12月31日の期間における動態を指す。

3

1.人口②

川崎市の将来人口

中期的には少子高齢化が進行し、人口減少へ転換する。
人口のピークは２０３０年の１５２．２万人、その後は人口減少へ転換する。

６５歳以上の高齢者の人口は２０１０年からの４０年間で、約２．１倍に増加する。

一方、生産年齢人口は同期間で、約２２％減少する。

１５歳未満の年少人口は２０１５年をピークに減少へ転換する。

川崎市の将来人口推計

152.2万人（万人）

19.1

100.2

49.8
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1.人口③

川崎区の将来人口

人口のピークは２０２５年の２２．６万人、その後は人口減少へ転換する。

６５歳以上の高齢者の人口は２０１０年からの４０年間で、約１．５倍に増加する。

１５歳未満の年少人口は２０１５年をピークに減少に転換、生産年齢人口は２０１０年をピークに、
減少が始まっている。

（万人）

5

1.人口④

幸区の将来人口

人口のピークは２０３０年の１６．７万人、その後は人口減少へ転換する。

６５歳以上の高齢者の人口は２０１０年からの４０年間で、約１．７倍に増加する。

１５歳未満の年少人口は２０１５年、生産年齢人口は２０３０年をピークに、減少に転換する。

（万人）
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1.人口⑤

中原区の将来人口

人口のピークは２０３５年の２７．４万人、その後は人口減少へ転換する。

６５歳以上の高齢者の人口は２０１０年からの４０年間で、約３．０倍に増加する。

１５歳未満の年少人口は２０２０年、生産年齢人口は２０２５年をピークに、減少に転換する。

（万人）

7

1.人口⑥

高津区の将来人口

人口のピークは２０３５年の２４．１万人、その後は人口減少へ転換する。

６５歳以上の高齢者の人口は２０１０年からの４０年間で、約２．５倍に増加する。

１５歳未満の年少人口は２０１５年、生産年齢人口は２０３０年をピークに、減少に転換する。

（万人）
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1.人口⑦

宮前区の将来人口

人口のピークは２０３０年の２２．９万人、その後は人口減少へ転換する。

６５歳以上の高齢者の人口は２０１０年からの４０年間で、約２．１倍に増加する。

１５歳未満の年少人口は２０１０年、生産年齢人口は２０１０年をピークに、減少が始まっている。

（万人）

9

1.人口⑧

多摩区の将来人口

人口のピークは２０１５年の２１．４万人、その後は人口減少へ転換する。

６５歳以上の高齢者の人口は２０１０年からの４０年間で、約２．０倍に増加する。

１５歳未満の年少人口は２０１０年、生産年齢人口は２０１０年をピークに、減少が始まっている。

（万人）
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1.人口⑨

麻生区の将来人口

人口のピークは２０３０年の１８．０万人、その後は人口減少へ転換する。

６５歳以上の高齢者の人口は２０１０年からの４０年間で、約１．９倍に増加する。

１５歳未満の年少人口は２０１５年をピークに減少に転換、生産年齢人口は２０１０年をピークに、
減少が始まっている。

（万人）

11

人口の要点

本市の人口は、全国で見れば人口減少社会に転換するなかでも引き続き
増加を続けており、平成26年9月1日現在で146万人を突破した。

本市の将来人口推計では、全市の人口は２０３０年の１５２．２万人でピーク
を迎えその後は減少に転ずる。６５歳以上の高齢者の人口は２０１０年から
の４０年間で約２．１倍に増加、１５歳未満の年少人口は２０１５年をピークに
減少へ転換し、少子高齢化が進行すると見込まれている。

区別の将来人口推計では、区ごとに人口のピーク時期が異なっており、
中原区や高津区など、2035年まで人口増加の傾向が続く区がある一方、多
摩区では2015年にも人口減少が始まると見込まれている。
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川崎市

大田区
878

世田谷区

297 

調布市
106 

狛江市

△95 

稲城市
△199 

多摩市
△289 

町田市
△105 

鶴見区
△519 

港北区
△424 

都筑区
△42 

青葉区
△165 

東京都区部（隣接区以外）

 △79

東京都市部（隣接市以外）

465

横浜市（隣接区以外）

352

神奈川県（横浜市以外）

474

3,414

2,536 

2,858 

2,339 

2,380 

1,956 980 

938 
2,438 

2,273 

単位：人

△は転出超過

3,962 

3,665 
444 

539 
616 

510 

1,260 

1,365 

378 
667 527 

726 

6,066 
5,714 

5,846 
5,372 

11,688 

11,767 

3,563 
3,098 

2.人口移動と世帯①

周辺市町村との転出入動向（全年齢、平成25年）

本市の周辺市町村と転出入の関係は、隣接市区を中心に東京都区部、横浜市との間で多
くなっており、大田区や世田谷区などの北側の隣接市区に対しては転入超過が多い一方、
横浜北部・町田市などの南側の隣接市区に対しては転出超過が多くなっている。

出典：川崎市資料
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2.人口移動と世帯②

川崎市の転入・転出状況

政令指定都市の中で、川崎市は転入率、転出率ともに大阪市に次いで高い水準となって
おり、流動性が高い人口動態特性を有しているといえる。

出典：平成２４年版大都
市比較統計年表から見
た川崎市

(％) (％) (％)

社 会 増 加 比 率 転 入 率 転 出 率

1札 幌 市 0.95 1大 阪 市 6.56 1大 阪 市 6.14

2仙 台 市 0.88 2川 崎 市 5.72 2川 崎 市 5.39

3福 岡 市 0.63 3広 島 市 5.39 3広 島 市 5.22

4大 阪 市 0.42 4福 岡 市 5.23 4熊 本 市 4.93

5東 京 都 区 部 0.41 5熊 本 市 5.11 5福 岡 市 4.53

6さ い た ま 市 0.35 6仙 台 市 4.78 6千 葉 市 4.09

7岡 山 市 0.28 7さ い た ま 市 4.46 7さ い た ま 市 4.07

8川 崎 市 0.27 8千 葉 市 4.16 8仙 台 市 3.89

9熊 本 市 0.18 9名 古 屋 市 4.04 9相 模 原 市 3.88

10京 都 市 0.16 10相 模 原 市 3.81 10名 古 屋 市 3.87

11横 浜 市 0.09 11横 浜 市 3.73 11横 浜 市 3.73

11広 島 市 0.09 12岡 山 市 3.49 12京 都 市 3.24

13新 潟 市 0.08 13京 都 市 3.40 13岡 山 市 3.16

14名 古 屋 市 0.05 14札 幌 市 3.39 14神 戸 市 3.12

15堺 市 0.03 15東 京 都 区 部 3.33 15堺 市 3.00

16神 戸 市 △ 0.02 16神 戸 市 3.21 16札 幌 市 2.95

17静 岡 市 △ 0.04 17堺 市 3.07 17東 京 都 区 部 2.84

17相 模 原 市 △ 0.04 18静 岡 市 2.71 18北 九 州 市 2.75

19千 葉 市 △ 0.07 19北 九 州 市 2.69 19浜 松 市 2.71

20北 九 州 市 △ 0.08 20浜 松 市 2.60 20静 岡 市 2.69

21浜 松 市 △ 0.32 21新 潟 市 2.37 21新 潟 市 2.29

平 均 0.20 平 均 3.96 平 均 3.74

平成24年、社会増加数(転入数－転出数＋
その他増減)÷人口（平成24年10月１日現
在）×100

平成24年
転入数÷人口（平成24年10月１日現在）
×100

平成24年
転出数÷人口（平成24年10月１日現在）
×100
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2.人口移動と世帯③

全区及び区別の年齢階層別転出入動向

川崎市全体では転出、転入とも20歳代後半を中心に20～30歳代で多くなっている。また転
入超過は15～29歳に概ね集中しており、20歳代で特に高い。各区とも同様に20歳代の転
入超過率が高く、中原区の20歳代の転入超過率が特に高い。

出典：川崎市の人口動態
―平成25年―より作成

年齢区分 全市 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

   0  ～   4歳 -0.08% 0.04% -0.11% -0.14% -0.18% -0.04% -0.18% 0.07%

   5  ～   9 -0.02% -0.01% -0.03% -0.05% -0.03% 0.00% -0.05% 0.06%

  10  ～  14 0.00% 0.00% -0.01% 0.01% -0.02% -0.01% 0.01% 0.04%

  15  ～  19 0.11% 0.17% 0.06% 0.09% 0.07% 0.04% 0.18% 0.14%

  20  ～  24 0.37% 0.35% 0.30% 0.73% 0.42% 0.18% 0.45% 0.03%

  25  ～  29 0.23% 0.18% 0.32% 0.73% 0.26% -0.01% 0.10% -0.02%

  30  ～  34 0.06% 0.22% 0.07% 0.07% -0.02% 0.10% -0.16% 0.14%

  35  ～  39 -0.02% 0.12% 0.05% -0.03% -0.12% -0.01% -0.14% 0.04%

  40  ～  44 -0.02% 0.12% -0.06% -0.05% -0.09% -0.03% -0.06% 0.04%

  45  ～  49 0.00% 0.05% 0.02% 0.01% -0.05% -0.05% -0.02% 0.06%

  50  ～  54 0.00% 0.07% 0.00% 0.01% -0.02% -0.02% -0.01% -0.01%

  55  ～  59 -0.01% 0.03% -0.01% 0.00% -0.01% -0.01% -0.05% -0.02%

  60  ～  64 -0.02% 0.02% -0.04% -0.03% -0.04% -0.01% -0.03% -0.02%

  65  ～  69 -0.01% 0.01% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% -0.02%

  70  ～  74 -0.01% -0.01% 0.00% -0.01% 0.01% 0.00% -0.01% 0.00%

  75  ～  79 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

  80  ～  84 0.00% -0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01%

  85  ～  89 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02%

  90 歳 以 上 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01%

注：平成25年１年間の転入超過数を平成25年１月時点の人口で除した割合。
青いセルは0.1％以上、赤いセルは-0.1％以上の区分を示している。

転出入数（全市、平成25年）
全市及び各区の転入超過数（平成25年）

15

2.人口移動と世帯④

市内の居住年数の推移

居住年数は、10 年前（平成15 年度）と比較すると、＜長期居住者＞は、27.4％か
ら35.1％へ7.7 ポイント増加し、「３年未満」は、20.0％から15.3％へと4.7 ポイント
減少している。

出典：平成25年度かわさき市民アンケート

H5  H6  H7  H8 H9  H10  H11  H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18H19 H20 H21 H22H23 H24 H25  
’93 ’94 ’95  ’96 ’97   ’98   ’99    ’00   ’01   ’02  ’03  ’04   ’05   ’06  ’07   ’08  ’09   ’10  ’11  ’12  ’13
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2.人口移動と世帯⑤

市民の定住意向

「これからも住んでい
たい」は、平成25 年度
７割を超え、

「できれば市内の他の
区へ移りたい」を合わ
せた市内在住意向は
75.9％となっている。

出典：平成25年度かわさき市民アンケート

(2004)

(2013)
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2.人口移動と世帯⑥

総世帯数と世帯類型別構成の動向

世帯構成を見ると、世帯類型では、夫婦と子供から成る世帯比率が低下する一方、夫
婦のみ及び単独世帯の比率が高まり、１世帯当たり人員が減少、世帯数が増加してい
る。特に単身世帯の比率は全世帯の４割を超えるまでに上昇している。

出典：国勢調査より作成

2.68

2.51

2.37

2.29

2.20

2.13
(2010)

(1985)
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2.人口移動と世帯⑦

高齢夫婦世帯、高齢単身世帯の動向

本市においても高齢夫婦世帯、高齢単身世帯の比率は高まっているが、大都市の中では
高齢夫婦世帯は最も低く、高齢単身世帯も仙台市に次いで低い水準に留まっている。

出典：国勢調査より作成
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注：高齢単身世帯：年齢65歳以上の単身世帯
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2.人口移動と世帯⑧

年齢別人口構成・人口増加率

他の政令指定都市と比較すると、人口増加率、生産年齢人口比率ともトップの水準であり、
こうした本市の強みを活かしつつ、人口減少を見据えて施策を進めていく必要がある。

年齢構成からみる人口

出典：川崎市年 別人口－平成25年10月1日－

生産年齢人口の割合は
大都市中 １位

老齢人口の割合は
大都市中 最も低い

政令指定都市の10年間の人口増加率

平成12年、22年国勢調査に基づき川崎市が算定

出典：各府県市平成25年10月1日現在及び平成15年10月1日現在推計人口

（%）

なお、さいたま市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、京都市、堺市、岡山市、
広島市及び熊本市は、合併・編入の影響を除くため現在の市域における人口で計算し
ています。

本市の直近5年における人口増加率の順位及び人口増加率（％）

平成21年 1位(1.22) 平成22年 2位(1.10) 平成23年 5位(0.35)

平成24年 3位(0.61) 平成25年 4位(0.63)
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人口移動と世帯の要点

川崎市は、政令指定都市の中でも転出入率ともに高く、流動性が高く、20歳
代の移動が特に多い。

一方で、以前に比べて市民の定住意向は着実に高まっている。

単身世帯は全世帯の４割を超えているが、大都市の中では高齢夫婦世帯は
最も低く、高齢単身世帯も仙台市に次いで低い水準に留まっている。

他の政令指定都市と比較すると、人口増加率、生産年齢人口比率ともトップ
の水準であり、こうした本市の強みを活かしつつ、人口減少を見据えて
施策を進めていく必要がある。
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3.財政状況①

歳出の現状

本市歳出の現状としては、高齢者の増加、少子化や女性の社会進出などに対応するた
め、予算における福祉分野・子育てへの配分が歳出の４割を占めている。

保健・医療・福祉

の充実に

1,695億円 27.5%

道路・公園緑地

・河川・下水道

の整備と安全な

まちづくりに

938億円

15.2%
子育ての支援に

930億円

15.1%

学校教育と

生涯学習に

521億円

8.4%

地域経済の発展に

367億円

6.0%

計画的なまちづくりに

342億円 5.5%

行政運営に

308億円

5.0%

環境・

リサイクルに

276億円

4.5%

区政の振興に

180億円

2.9%

港湾の整備に

165億円

2.7%

共生と参加の

まちづくりに

96億円

1.5%

交通・水道の

経営安定に

19億円 0.3%

その他

333億円

5.4%

歳出総額

６，１７１億円

（１００％）

【平成26年度一般会計予算】

合計42.6％
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3.財政状況②

歳出総額の推移

今後、景気の回復等により一定の市税収入の増が見込まれるものの、扶助費の増加によ
り歳出総額が増加傾向にあり、財政状況の悪化が懸念される。

市税収入額と歳出総額の推移（普通会計決算）

5,189 

5,725 

5,740 

5,995 

5,756 

5,671 
5,795 

2,897 2,938 2,852 

2,820 
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2,890 
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3.財政状況③

扶助費の推移

扶助費は年々増加し、６年前と比較して約1.5倍になっている。
生活保護費は、高齢化の進行や、厳しい社会経済状況が原因で年々増加している。

児童福祉費も、保育需要の高まりなどから年々増加している。

社会福祉費も増加傾向にある。

扶助費の推移（普通会計決算）（億円）

扶助費合計

生活保護費

児童福祉費 社会福祉費

その他
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3.財政状況④

経常収支比率の推移

市の経常収支比率は急激に上昇し、財政の柔軟性が急速に低下している。

（％） 五大都市と川崎市の経常収支比率の推移

年度

出典：総務省 地方公共団体の主要財政指標一覧（平成19年度～24年度）より作成

川崎市
99.4％
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3.財政状況⑤

中長期の財政収支推計（一般財源ベース）

今後の収支見通しでは、社会保障関係経費の増加などから、多大な収支不足が見込まれ
ている。

出典：平成２６(２０１４)年８月公表「財政収支の中長期推計」より「経済再生ケースA①」を抜粋

（単位：億円）

H26
2014

H27
2015

H28
2016

H29
2017

H30
2018

H31
2019

H32
2020

H33
2021

H34
2022

H35
2023

H36
2024

3,462 3,393 3,431 3,520 3,542 3,603 3,666 3,706 3,773 3,842 3,883

市税 2,922 2,936 2,958 3,016 3,050 3,105 3,163 3,198 3,259 3,323 3,358

その他 540 457 473 504 492 498 503 508 514 519 525

3,462 3,587 3,676 3,709 3,760 3,773 3,824 3,849 3,892 3,946 3,976

人件費 808 808 834 827 819 821 823 816 808 804 808

扶助費 565 587 604 622 632 642 652 663 673 684 696

公債費 679 698 702 694 723 703 720 721 731 758 751

投資的経費 136 176 183 171 171 171 171 171 171 171 171

その他経費 1,274 1,318 1,353 1,395 1,415 1,436 1,458 1,478 1,509 1,529 1,550

0 -194 -245 -189 -218 -170 -158 -143 -119 -104 -93

歳入計　a

歳出計　ｂ

収支額　ｃ=a-b
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■「一般管理」部門

■「保育所」部門 ■「清掃」部門

3.財政状況⑥

行財政改革(1)

これまで取り組んできた行財政改革により、総務・企画・税務・土木などの「一般管理」部門
については、12都市（※）の平均値を下回っているが、「保育所」「清掃」部門については、
いまだに平均値を大きく上回っている。

【人口1,000人当たり職員数】
※12都市：2003年3月以前から指定都市だった12都市

2.0
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3.0
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（人）
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3.財政状況⑦

行財政改革(2)
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業務の委託化や指定管理者制度の導入等、これまでの改革の取組により約3,000人の
職員数を削減するなど、大きな財政効果を上げてきた。

一方で、増大・多様化する行政需要への対応のため、事務や市民サービス等は拡大傾
向にあることから、引き続き民間活力の導入を推進するとともに、新たな取組として、
「行政コストの見える化」等を通じ、既存の事務事業全般にわたる見直しを進めていく。
⇒３Ｄ改革（「だれもが」「どこでも」「できることから」）の推進

※一般職員にかかる人件費のうち「退職手当」や「共済費」 などを除いた「基本給」と「その他の手当」の合計額。

一般会計人件費のうち
職員給（※）の推移
【単位：億円】

職員数の推移
【単位：人】

3,045人
（18.9%）
削減

266億円
（28.8%）
削減

(2014)(2002) (2002) (2014)
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3.財政状況⑧

人口10万人当たり施設数の比較

市民一人当たりで見た公共施設数は、保育所などの児童関連施設や高齢者関連施設な
どの一部施設を除き、他の政令指定都市と比較して低い水準を維持している。

出典：かわさき資産マネジメントカルテ

本市と他政令市における「人口10万人あたり公設施設数」比較
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3.財政状況⑨

公共建築物の総床面積の変遷

大規模住宅開発等に伴う子育て世代流入による小中学校の増加や市営住宅の大規模化
などにより、公共建築物の総床面積は増加傾向にある。

出典：かわさき資産マネジメントカルテ

本市公共建築物床面積の変遷

(平成15年) (平成24年)
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(㎡)

（年）

新耐震基準

（1982年以降と仮定）

2,305千㎡（63.7％）

旧耐震基準等

（1981年以前と仮定）

1,314千㎡（36.3％）

築30年以上
1,615千㎡
44.6％

築20

～29年

939千㎡
26.0％

築10

～19年

634千㎡
17.5％

10年後には70.6％が築30年以上

築9年

以下

431千㎡
11.9％

3.財政状況⑩

公共建築物の老朽化

１０年後には公共建築物の約７割が築３０年以上となるなど、施設の老朽化が進行してい
る。今後、全ての施設を建て替えで対応するとなれば、多大な財政負担が見込まれる。

公共建築物の建築年別延床面積

※企業会計施設を除く 出典：「かわさき資産マネジメントカルテ」を時点修正
(昭和25年) (平成22年)
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3.財政状況⑪

公共建築物の修繕・更新の見通し

出典：かわさき資産マネジメントカルテ
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2014～2018年度 2019～2023年度 2024～2028年度 2029～2033年度(億円)

修繕費 更新費 過年度事業費（５か年度平均）

20年間平均 255/年度

239/年度258/年度
276/年度

245/年度

366/年度

全公共建築物について長寿命化に
配慮することで、過去５年分の平均
事業費を下回ることが可能である。

持続可能なまちとしていくために
は、施設の長寿命化をはじめ、資産
保有の最適化など、適切な資産マ
ネジメントを行っていく必要がある。

全施設について長寿命化した場合の
公共建築物の修繕費・更新費の

将来見通し

600

500

400

300

200

100

過去５年分の平均事業費
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財政状況の要点

本市の財政状況は、高齢者の増加や少子化、女性の社会進出などによ
り、扶助費が増加し、経常収支比率が上昇しており、財政の柔軟性が急
激に低下している。

増大・多様化する行政需要への対応のため、引き続き民間活力の導入を
推進するとともに、新たな取組として、「行政コストの見える化」等を
通じ、既存の事務事業全般にわたる見直しを進めていく必要がある。

他の政令指定都市と比較して、公共施設の施設数は低い水準にあるもの
の、人口増加などにより総面積は増加傾向にあり、また、公共施設の老
朽化も進行しているため、今後、施設の長寿命化をはじめ、資産保有の最
適化などの適切な資産マネジメントが必要である。
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4.市の魅力と地域資源①

市内の主要都市拠点と交通ネットワーク

市内には充実した鉄道網とその結節点に多様な都市拠点が形成されているほか、羽田空
港に近接し、広域的な交通利便性にも恵まれている。
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4.市の魅力と地域資源②

主要企業と研究開発機関の立地状況

200以上の研究開発機関が立地し、研究者・技術者が集結しており、産業振興・イノベー
ションを推進する基盤がある。

東芝ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
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4.市の魅力と地域資源③

グリーンイノベーションの推進

強みである環境技術・産業を活かし、革新的技術の開発・普及に向けた取組、環境配慮行
動が市民生活等に浸透する経済・社会のグリーン化が進められている。

商店街エコ化プロジェクトモデル商店街
《北谷町通り商店会(中原区北谷町)》
《登戸東通り商店会(多摩区登戸)》 など11団体 LED

扇島風力発電所

環境総合研究所

地中熱利用システム

東京ガス中原ビル（ソーラークーリングシステム）

【ＣＣかわさきエネルギーパーク】
○市内全域を「エネルギーパーク」として位置づけ、最先端の環境エネルギー技術の集積
を国内外に発信するとともに、市民・事業者のエネルギーへの理解の向上を図る。
○資源エネルギー庁「次世代エネルギーパーク」として、２０１１年２月に認定

区役所太陽光発電
（中原区、高津区、宮前区、

多摩区、麻生区）

【かわさき環境ショーウィンドウ事業】
○省エネ・創エネ関連製品の普及促進を目指し
て、「見える化」したモデル事業により、川崎市全
体を環境技術でショーケース化

市地球温暖化防止活動推進センター
ＣＣかわさき交流コーナー
《高津市民館内》

鷺沼発電所
（マイクロ水力発電）

地中熱利用システム
（南河原・菅生・玉川
こども文化センター）

聖マリアンナ医科大学
エネルギーセンター

（天然ガスコジェネシステム）

太陽光発電・LED等の創エネ・省エネ設備の導入
（川崎駅東口駅前広場）

照明ＬＥＤ化等モデル事業（市役所庁舎）
水和物スラリ空調システム（川崎地下街アゼリア）

大規模太陽光発電所
（浮島）

廃プラスチックアンモニア原料化施設
ＰＥＴボトルｔｏＰＥＴボトルリサイクル施設

川崎天然ガス発電所
川崎バイオマス発電所

東日本旅客鉄道川崎発電所

東京電力川崎火力発電所
（高効率天然ガス発電）
川崎スチームネット
（火力発電所の蒸気熱を周辺企
業に供給）

ジェネックス水江発電所
川崎クリーンパワー発電所
大型リチウムイオン電池の製造

（エリーパワー）

難再生古紙リサイクル施設
廃プラスチック高炉還元施設
廃家電リサイクル施設
ペットボトルリサイクル施設

廃プラスチック製コンクリート型枠用パネル製造施設

ＮＥＣ玉川ルネッサンスシティ
（天然ガスコジェネシステムほか）

新型シャフト炉

江ヶ崎発電所
（マイクロ水力発電）

かわさきエコ暮らし未来館
啓発・情報発信拠点

廃棄物を有効利用
したセメント製造施設

東京電力東扇島火力発電所

大規模太陽光発
電所（扇島）

公共施設における太陽光発電
《中原・高津・宮前・多摩・麻生区役所》
《日吉合同庁舎》
《西丸子小学校ほか45校》
《井田・多摩病院》
《多摩スポーツセンター》 など

環境改善・エネルギー活用
・資源循環を柱とした
入江崎水処理センター
高度処理施設

凡 例

エネルギー関連施設

資源循環施設

普及啓発施設等

浮島処理センター
（廃棄物発電施設）

橘処理センター
（廃棄物発電施設）

川崎国際環境技術展
《於:とどろきアリーナ》

川崎区

幸区

中原区

高津区

宮前区

多摩区

麻生区

王禅寺処理センター
（廃棄物発電施設）

海底トンネルを活用した蒸気ボイラー統廃合による省エネルギー
（昭和電工㈱川崎事業所）
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4.市の魅力と地域資源④

ウェルフェアイノベーションの推進

福祉・介護産業の振興及び育成するため、先導的に本市が実施してきた取組をより一層
発展、拡大することで次世代の川崎の活力を生み出すとともに、望ましい新たな社会シス
テムを構築が進められている。

福祉・介護ロボットや
介護予防製品の創出
の促進

ＩＣＴを活用した新たな
サービスの構築

介護従事者の負担軽減に
繋がる製品等の福祉施設で
の活用の促進

○ウェルフェア・イノベーションの推進による新たな取組

・ＫＩＳ認証事業 ・福祉製品創出支援事業 ・販路拡大モデル事業

・アジアへの事業展開

かわさき基準による福祉製品の認証等 福祉製品の開発補助、
アイディアコンテストの実施等

・ＫＩＳモデルエリア事業

商業施設や百貨店での販売拠点づくり等

福祉製品の中国など海外への製品紹介等ＮＰＯや商店街と連携した
各区における普及促進の実施等

・ＫＩＳ普及、販路開拓事業

かわさき福祉開発支援センターの開設、
認知度向上キャンペーンの実施等

新たな福祉製品によ
る高齢者・障害者等
の雇用の拡大

活用に
よる

相乗効果

ウェルフェア・イノベーション
推進計画の策定

ウェルフェア・イノベーション
プラットホームの構築

活用に
よる

相乗効果
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4.市の魅力と地域資源⑤

ライフイノベーションの推進

羽田空港の対岸に位置する「ＫＩＮＧ ＳＫＹＦＲＯＮＴ」（約40ha）を中核として、革新的医薬
品・医療機器の開発・製造と健康関連産業の創出が進められている。

川崎を含む東京圏が国家戦略特区に指定され、今後、国主導の規制緩和、税制・金融
支援措置により、ビジネスや研究開発のしやすい環境整備を推進していく。

・再生医療による脊椎損傷やアルツハイ

マー治療などの先端医療の実現を目指す

＜第１段階整備＞・・・①

NOGマウス／ヒト化マウス コモンマーモセット

「ｎature」
2009.5.28号

実中研 再生医療・
新薬開発センター
平成23年7月運営開始

川崎生命科学・環境研究
センター（ＬｉＳＥ）
平成25年3月運営開始

(仮称)ものづくりナノ医療
イノベーションセンター
平成26年度 竣工予定
平成27年4月運用開始予定

ジョンソン・エンド・
ジョンソン㈱
東京サイエンスセンター
平成26年度8月
運営開始

神奈川県ライフイノベー
ションセンター（仮称）
平成28年度運営開始予定

国立医薬品食品衛生研究所
平成28年度 竣工予定

クリエートメディック（株）

平成28年度 竣工予定

落札：大和ハウス工業（株）

平成26年6月30日譲渡契約締結

落札：富士フイルムRIファーマ㈱
平成2６年８月1８日
土地譲渡契約締結

落札：サイバーダイン㈱
平成2６年10月８日
土地譲渡契約締結

(公社)日本アイソトープ協会

平成28年度
竣工予定
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4.市の魅力と地域資源⑥

港湾物流拠点としての川崎港

京浜港（川崎港、東京港、横浜港）は国内有数の冷凍・冷蔵倉庫群を有しており、近年では
中国との新航路が開設されるなど、日本の主要港湾として大きく発展している。

東扇島内には物流倉庫が多数立地。特に冷凍・冷蔵倉庫
の保管能力は約９０万トンに達し、国内随一の集積を誇る。

東扇島物流倉庫群

【ｺﾝﾃﾅ貨物】約3万7千TEU

【在来貨物】約33万4千トン
約8億7千万円

約2,400人

平成24年５月から、青島港との中国航路が開設。
10月は上海港、平成25年3月は深セン港との航路も開設。
現在この航路は合併し、上海華南航路として運航中。

効果

今後増大するアジアの輸入貨物の取扱拠点機能を担う

新航路の開設
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4.市の魅力と地域資源⑦

文化資源やスポーツ資源の活用(1)

「音楽のまち・かわさき」をはじめとして、これまで市民とともに積み上げてきた市内の文化・
芸術資源が成長しており、川崎という都市ブランドの強化・発信を図ることができる。

ミューザ川崎シンフォニーホール

音楽のまち・かわさき

映像のまち・かわさき

世界３大ｼﾞｬｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの１つである
ﾓﾝﾄﾙｰ・ｼﾞｬｽﾞ・ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの川崎版が、平成
25年11月に川崎で第３回目を開催

日本映画大学

平成23年4月、新百合ケ丘に開学。前身の日本映画学
校は、映画「悪人｣の李相日監督、「十三人の刺客」の三
池崇史監督など、卒業生多数

多摩川に沿って細長い地形の川崎は様々な顔を持ち、都
心にも近いことから、ロケ地として映画「宇宙兄弟」「相棒
シリーズ X DAY」、ＴＶドラマ「PRICELESS」「シェアハウス
の恋人｣など多くの作品に登場

ロケ地の撮影風景

平成25年４月リニューアルオープン

芸術のまち かわさき

川崎・しんゆり芸術祭
（アルテリッカしんゆり）

平成21年に第1回開催以
降、
新百合ケ丘地区を中心に、
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸの芸術のイベ
ントとして定着

平成19年10月に新百合ケ丘
に芸術活動の拠点として開
館。平成24年に５周年を迎え
た。

アートセンター

映像に関わる人材育成と映像を通じた教育

・市内小学校での映像制作の取組

・こども映像シンポジウムの開催 など

全国の音楽学部在校生の約２割が市内音楽大学の在校生
（平成25年度学校基本調査より）

昭和音楽大学 洗足学園音楽大学

小学校での映画制作活動

テアトロ・ジーリオ・ショウワでの公演

洗足学園前田ホール ワークショップ

40



4.市の魅力と地域資源⑧

文化資源やスポーツ資源の活用(2)

新しい文化施設や、川崎フロンターレなどのスポーツ資源も豊富に存在する。

藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム

かわさき宙と緑の科学館

マスコットキャラクター
「かわさきぷりん」ちゃん 「メガスターⅢフュージョン」

東海道かわさき宿交流館

公認キャラクター
飛脚の「六さん」

かわさきスポーツパートナー

〈男子バスケットボール〉

東芝ブレイブサンダース

〈野 球〉

東芝ブレイブアレウス

〈女子バスケットボール〉

富士通レッドウェーブ
〈女子バレーボール〉

ＮＥＣレッドロケッツ

〈アメリカンフットボール〉

富士通フロンティアーズ

〈ビーチバレー〉

ＪＢＶツアー２０１２
ビーチバレー川崎市長杯
2012年10月５日（金）～10月7日（日）開催

Ｘリーグファーストステージ
〈アメリカンフットボール〉

等々力陸上競技場特別開催
２０１２年１０月２２日（月）

〈サッカー･Ｊ１リーグ〉
川崎フロンターレ
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4.市の魅力と地域資源⑨

市内に立地する大学との連携・交流

地域課題の解決を進めるためには様々な主体との連携が必要であるが、本市にはさまざ
まな大学が立地していることから、その特色を活かした連携・交流できる環境にある。

聖マリアンナ医科大学

●ライフサイエンス分野
での地域連携

・川崎市立多摩病院の運
営・管理 など

川崎区

幸区

中原区

高津区

宮前区

多摩区

麻生区

昭和音楽大学

●音楽での地域との連携
・小学校との交流コンサート
等の開催 など

田園調布学園
大学

●福祉分野での
地域との連携

・地域の子どもたち
と連携したキャリア
教育 など

明治大学

●理工学・農業分野等での
地域産業との連携

・平成24年4月 麻生区黒川に農学
部新農場オープン など

専修大学

●社会科学分野での地域産業や
地域コミュニティとの連携

・平成23年度～25年度 KS（川崎・専修）
ソーシャル・ビジネス・アカデミー開講 な
ど

洗足学園音楽
大学

●音楽での地域
との連携

・小中学校への音
楽会、こども文化セ
ンター演奏会 など

日本医科大学

●福祉分野での連携

慶應義塾大学

●先端技術分野での地域
産業との連携・市民との
交流
・先端的な産官学共同研
究により、産学地域連携を
進め、新産業の創出に貢
献 など

川崎市立看護短期大学

本市では、市内大学と次のような
連携事業を実施

・産学官連携による産業振興や先端
科学技術の研究開発
・公開講座や地域への大学開放
・インターシップ受入
・地域課題の解決に向けた共同事業 など

本市では、市内大学と次のような
連携事業を実施

・産学官連携による産業振興や先端
科学技術の研究開発
・公開講座や地域への大学開放
・インターシップ受入
・地域課題の解決に向けた共同事業 など

日本映画大学

●映画の4年制
単科大学としては
全国初

日本女子大学

●教育分野での連携
・学校教育ボランティアによる学校
サポート事業 など
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市の魅力と地域資源の要点

成長が期待される医療・環境・福祉の分野における産業振興に係る取組を推
進する。

・ライフイノベーションの推進

・グリーンイノベーションの推進

・ウェルフェアイノベーションの推進

これまで市民とともに積み上げてきた市内の文化・芸術・スポーツ資源の
積極的な活用を図る。

今後、地域課題の解決を進めるためには、行政だけの取組では不十分で
あり、市内のさまざまな主体との連携・交流を推進する必要がある。
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全体の要点

財政状況

人口

市の魅力
地域資源

人口移動
と世帯

成長が期待される医療・環境・福祉分野における産業振興を推進する。

市内の文化・芸術・スポーツ資源の積極的な活用を図る。

今後、地域課題の解決を進めるためには、市内のさまざまな主体との
連携・交流を推進する必要がある。

政令指定都市の中でも転出入率ともに高く、流動性が高く、20歳代の移
動が特に多いが、以前に比べて市民の定住意向は着実に高まっている。

単身世帯は全世帯の４割を超えているが、大都市の中では高齢夫婦世
帯は最も低く、高齢単身世帯も仙台市に次いで低い水準である。

扶助費が増加し、財政の柔軟性が急激に低下している。

増大・多様化する行政需要への対応のため、既存の事務事業全般にわ
たる見直しを進めていく必要がある。

資産保有の最適化などの適切な資産マネジメントが必要である。

本市の人口は、全国で見れば人口減少社会に転換するなかでも増加を
続けており、平成26年9月1日現在で146万人を突破した。

全市人口は2030年の152.2万人でピークを迎えその後減少に転ずる。

区ごとに人口のピーク時期が異なり、中原区など2035年まで人口増加の
傾向が続く区がある一方、多摩区は2015年に人口減少が始まる。
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資料６－３

















川崎市の財政状況

川崎市財政局



○　川崎市の市税収入は、

リーマンショックの影響により、平成２１年度から２２年度にかけて大きく落ち込みましたが、

　人口増や景気回復に支えられて、増加傾向にあり、

　平成２６年度では、ようやく以前の水準に回復しつつあります。

川崎市の財政状況
＜① 過去の推移＞

市税収入が増えない中で、

保育園や特別養護老人ホームの費用など、

社会保障経費の増加へ対応するため、

市役所の人件費を減らすなどの

行財政改革の取組を進めてきました。

市税収入の推移

2,938
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（単位：億円）

市税収入の推移（決算）

リーマンショックで最大118億円の減少となったものの、以前の水準に回復

これまでは？

1



○　一方で、社会保障に関する経費（子育て支援、高齢者福祉、障害者福祉、生活保護など）は、

　高齢化の進展などにより、毎年、増加しており、平成２０年度に比べて１.５倍になっています。
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生活保護 子育て支援 高齢者福祉 障害者福祉 4分野合計

社会保障経費の推移（予算）
（単位：億円）

※児童手当（こども手当）等は、大きな制度変更があったことから、上記資料から除いています。
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○　川崎市の今後１０年間の市税収入は、国の試算による経済成長を見込んだ場合には、

　当面の人口増にも支えられ、順調に増加する見込みです。

川崎市の財政状況
＜② 今後の見通し＞

市税収入が順調に増加しても、引き続き、

高い伸びが見込まれる社会保障経費への対応が

課題となります。

市税収入の推移
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（単位：億円）

市税収入の見込み

今後は？
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○　一方で、川崎市の今後１０年間の歳出は、高齢化のさらなる進展などにより、

社会保障に関する経費（子育て支援、高齢者福祉、障害者福祉、生活保護など）が

高い伸びとなるなど、市税収入を上回るペースで増加する見込みです。
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歳出の見込み（一般財源）

（単位：億円）

4



○　ここ数年は、社会保障に関する経費（子育て支援、高齢者福祉、障害者福祉、

　生活保護など）が引き続き増加するなど、極めて厳しい財政状況が続きます。

○　その後は、国の試算による経済成長を見込んだ場合には、市税収入等が増加し、

徐々に収支不足が減っていく見込みです。

川崎市の財政状況
＜③ 収支見通し＞

市税収入等の増加により、

徐々に収支不足が減っていく見込みですが、

ここ数年は、極めて厳しい財政状況が続きます。
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今後の収支見通し（一般財源）
（単位：億円）

今後の

収支見通し

ここ数年は、

毎年２００億円程度の収支不足が見込まれるなど、

極めて厳しい財政状況が続きます。
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○ 「今後の収支見通し（一般財源）」 は、

・ ２０１４（平成２６）年度当初予算をベースに、

・ 原則として、現行の制度・事業が継続するものとし、

・ 川崎市の将来人口推計や、国の経済見通しを基礎データとして、

算定しています。

※ 詳細は、川崎市ホームページ http://www.city.kawasaki.jp の

「市政情報」→「市の財政・市債・行財政改革」→「財政」→「収支見通しについて」

に掲載しています。

○ お問い合わせ先

川崎市 財政局財政部財政課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電 話 ０４４－２００－２１８０

ファックス ０４４－２００－３９９１

メールアドレス 23zaisei@city.kawasaki.jp
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